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問  市立図書館　 （90）４
よ む よ む

６４６

　（午前９時 30 分～午後５時）

祝日も開館しています

　１月１日を除く祝日も開館しています。年末年始の開館日につ

いては１ページに掲載しています。また、毎月１日号の広報とみ

さと、または図書館ホームページでも開館日が確認できます。

　なお、月曜日が祝日の場合は、月曜日が開館となり火曜日が休

館になりますので注意してください。

◆
事
例
◆

　

以
前
ト
ラ
ブ
ル
に
あ
っ
た
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
業
者
か
ら
「
裁

判
所
か
ら
督
促
状
が
届
く
」
な
ど
と
度
々
電
話
が
か
か
っ
て
き

た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
消
費
者
セ
ン
タ
ー
」
を
探
し
て
電

話
し
た
と
こ
ろ
「
解
決
に
5
～
7
万
円
か
か
る
」
と
言
わ
れ
た
。

お
金
が
か
か
る
の
は
お
か
し
い
と
思
い
「
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

か
」
と
尋
ね
る
と
「
公
安
委
員
会
に
届
出
を
し
て
い
る
の
で
ご

安
心
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
、
あ
や
し
い
と
思
い
電
話
を
切
っ
た
。

名
前
と
電
話
番
号
を
知
ら
れ
て
い
る
。
大
丈
夫
か
。

（
60
歳
代　

男
性
）

（
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー「
見
守
り
新
鮮
情
報　

第
２
９
１
号
」よ
り
）

◆
ア
ド
バ
イ
ス
◆

○
ト
ラ
ブ
ル
を
解
決
し
よ
う
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
探
し
た
窓

　

口
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
実
際
に
は
探
偵
業
者
だ
っ
た
た
め
、

　

問
題
は
解
決
し
な
い
の
に
料
金
だ
け
を
請
求
さ
れ
た
と
い
う

　

相
談
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
二
次
被
害
に
遭
わ
な
い
よ

　

う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

○
「
消
費
者
○
○
セ
ン
タ
ー
」
な
ど
、
自
治
体
の
消
費
生
活
セ

　

ン
タ
ー
と
似
た
名
称
を
名
乗
る
業
者
も
あ
る
の
で
、
安
易
に

　

個
人
情
報
を
伝
え
な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

消
費
生
活
に
関
す
る
こ
と
で
お
困
り
の
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

　

地
域
や
団
体
な
ど
の
希
望
に
応
じ
て
、
専
門
相
談
員
を
無
料
で

派
遣
し
、
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
講
座
な
ど
を
開

催
し
て
い
ま
す
。

■
日
時　

月
～
金
曜
日

　

（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

　

午
前
９
時
30
分
～
正
午
／

　

午
後
１
時
～
４
時

■
場
所　

　

市
役
所
分
庁
舎
２
階

問
・
相
談
先
　

　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

（
93
）
５
３
４
８

■
確
認
の
手
順

①
蛇
口
を
全
て
閉
め
ま
す
。

②
水
道
メ
ー
タ
ー
の
パ
イ
ロ
ッ
ト

　

が
回
っ
て
い
る
と
、
漏
水
の
疑

　

い
が
あ
り
ま
す
。

③
パ
イ
ロ
ッ
ト
が
少
し
で
も
回
っ

　

て
い
る
場
合
は
、
各
月
の
漏
水

　

当
番
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
修
理
代
は
使
用
者
の
負

　

担
と
な
り
ま
す
。

問
水
道
課
業
務
班

　

（
93
）
３
３
４
０

　

年
末
年
始
は
人
の
動
き
が
慌

た
だ
し
く
、
思
い
が
け
な
い
犯
罪

に
遭
い
や
す
い
時
期
で
す
。
特
別

警
戒
期
間
中
は
、
防
犯
パ
ト
ロ
ー

ル
な
ど
を
強
化
し
ま
す
が
、
各
自

が
犯
罪
の
被
害
に
遭
わ
な
い
よ

う
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　

市
と
市
防
犯
指
導
員
連
合
会

で
は
、
成
田
警
察
署
と
連
携
し
な

が
ら
、
防
犯
を
呼
び
か
け
ま
す
。

青
色
回
転
灯
を
搭
載
し
た
防
犯

パ
ト
ロ
ー
ル
車
両
に
よ
る
、
パ
ト

ロ
ー
ル
活
動
も
市
内
全
域
で
実

施
し
て
い
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
が

防
犯
対
策
の
見
直
し
を

　

犯
罪
か
ら
身
を
守
る
た
め
に

は
、
一
人
ひ
と
り
が
、
も
う
一
度
、

防
犯
対
策
を
見
直
す
こ
と
が
大

切
で
す
。

■
施
錠
の
徹
底
を

　

外
出
時
は
も
ち
ろ
ん
、
家
に
い

る
と
き
も
施
錠
を
し
ま
し
ょ
う
。

■
ド
ア
や
窓
ガ
ラ
ス
の
防
犯
対

策
を

　

ツ
ー
ロ
ッ
ク
な
ど
の
防
犯
対

策
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

■
外
出
時
は
近
隣
に
一
声
を

　

地
域
で
協
力
し
、
防
犯
意
識
を

高
め
ま
し
ょ
う
。

■
電
話
de
詐
欺
に
注
意

　

現
在
、
電
話
de
詐
欺
の
被
害
が

増
加
し
て
い
ま
す
。
市
役
所
職
員

が
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
お
願
い
す

る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

不
審
な
電
話
な
ど
が
あ
っ
た
ら

一
人
で
判
断
せ
ず
、
す
ぐ
に
成
田

警
察
署
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

問
市
防
犯
指
導
員
連
合
会
事
務
局

　（
市
民
活
動
推
進
課
市
民
安
全
班
内
）

　

（
93
）
１
１
１
４

Ｑ　

も
う
す
ぐ
60
歳
に
な
り
ま
す

が
、
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
て

い
な
い
期
間
が
あ
り
、
老
齢
年
金

を
受
け
る
の
に
2
年
ほ
ど
期
間
が

不
足
し
て
い
ま
す
。
受
給
す
る
た

め
の
方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

Ａ　

今
か
ら
『
任
意
加
入
』
す
れ

ば
大
丈
夫
で
す
。

　

国
民
年
金
の
加
入
期
間
は
通
常
、

20
～
60
歳
に
な
る
ま
で
で
す
が
、

希
望
す
れ
ば
65
歳
ま
で
任
意
加
入

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
２
年
間

任
意
加
入
を
し
て
保
険
料
を
納
め

れ
ば
、
老
齢
年
金
を
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

年
金
を
受
け
る
た
め
に

必
要
な
期
間
は

　

老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
た

め
に
は
、
20
～
60
歳
ま
で
の
40

年
（
４
８
０
月
）
の
間
に
、
保
険

料
納
付
期
間
、
保
険
料
免
除
期
間
、

任
意
加
入
で
き
る
人
が
任
意
加
入

し
な
か
っ
た
期
間
（
カ
ラ
期
間
）

な
ど
を
合
算
し
て
、
原
則
と
し
て

10
年
（
１
２
０
月
）
以
上
の
資
格

期
間
が
必
要
で
す
。

任
意
加
入
制
度
と
は

　

保
険
料
の
納
め
忘
れ
の
期
間
が

あ
る
た
め
に
老
齢
基
礎
年
金
が
減

額
さ
れ
る
人
や
、
保
険
料
を
納
め

た
期
間
が
足
り
な
い
た
め
に
老
齢

基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
人
は
、

こ
の
任
意
加
入
制
度
を
有
効
に
活

用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
65
歳
に
な
る
ま
で
任
意

加
入
を
し
て
も
、
な
お
老
齢
基
礎

年
金
の
受
給
資
格
期
間
を
満
た
す

こ
と
が
で
き
な
い
人
（
昭
和
40
年

4
月
1
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
）

は
、
65
～
70
歳
ま
で
の
間
、
受
給

資
格
期
間
を
満
た
す
ま
で
、
特
例

　市では、毎月１回、社会保険労務士による年金相談を行っています。

　厚生年金、国民年金の請求手続き、加入期間など、日頃年金に

対して感じている不安や悩みを一気に解消してみてはいかがです

か？

■日時　12月21日（木）

　　　　午前10時～正午／午後１時～午後３時

■場所　市役所本庁舎１階会議室

問国保年金課高齢者医療年金班　 （93）４０８５

年
末
年
始
特
別
警
戒
を

実
施

ま
だ
間
に
合
い
ま
す

あ
な
た
の
年
金

と
し
て
任
意
加
入
で
き
ま
す
。

　

加
入
日
は
、
任
意
加
入
申
出
日

に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
厚
生
年

金
に
加
入
中
の
方
、
老
齢
基
礎
年

金
を
繰
り
上
げ
て
受
け
て
い
る
方

は
加
入
で
き
ま
せ
ん
。

※
65
歳
以
降
も
任
意
加
入
す
る
人

は
戸
籍
謄
本
が
必
要
で
す
。

※
「
カ
ラ
期
間
」
の
あ
る
人
は
確

認
で
き
る
書
類
が
必
要
で
す
。

※
保
険
料
の
納
付
方
法
は
原
則
、

口
座
振
替
に
な
り
ま
す
。

■
申
込
み　

必
要
書
類
を
持
参
し
、

国
保
年
金
課
窓
口
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

■
必
要
書
類　

①
年
金
手
帳　
　

②
預
貯
金
通
帳　

③
通
帳
の
届
出

印　

④
そ
の
他
必
要
な
書
類

※
④
は
人
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

の
で
、
事
前
に
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

問
・
申
込
先

　
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

　

（
93
）
４
０
８
５

水
道
管
の
凍
結
に
よ
る
漏
水
ト
ラ
ブ
ル
に
注
意

　

毎
年
、
冬
場
に
は
水
道
管
の
凍
結
に
よ
る
漏
水
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て

い
ま
す
。

　

宅
地
内
全
て
の
水
道
管
や
水
道
メ
ー
タ
ー
の
維
持
管
理
は
、
使
用
者
が

行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
小
さ
な
漏
水
で
も
放
置
す
る
と
、
請
求

料
金
を
知
っ
て
驚
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
水
道
メ
ー
タ
ー
を
定
期
的
に

チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
漏
水
し
て
い
れ
ば
早
め
に
対
処
し
ま
し
ょ
う
。

パイロット

●
「
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
と
の
ト
ラ
ブ
ル
解
決
を
う
た
う

探
偵
業
者
に
注
意
！
」
の
巻

消 費 生 活
相談コラム

161

は
い
、
こ
ち
ら

で
す
！

ー

タ

ン

セ

費

消

生

活

今月の年金相談

とみリンです。

電話待ってるリン♪


